
原議保存期間1 0年

(平成36年12月31日まで）

喜驫晶實簔驫鬘殿
事 務 連 絡

平成26年1月23日

警察庁長官官房首席監察官

平成25年訟務統計について

みだしの件については、別添のとおりであるので活用されたい。
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訴訟事件の審級別状況調

国家賠償事件、民事事件の当事者調

行政訴訟事件の法令別原因等調

国家賠償事件、民事事件の主原因職務行為調

告訴・告発事件等調

同上

人権侵犯事件調

行政不服申立事件調

譽察庁長官官房人事課
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注本統計は、平成25年12月20日付け警察庁丙人発第456号「訟務関係統計資料の定期報告について（通達)」に基づき、

平成25年中の警察に係る争訟事件について、都道府県警察からの報告等により作成したものである。

なお、様式1から4については、国（国家公安委員会・警察庁）が当事者となっている事件を含んでいる。



様式1

訴訟事件の審級別状況調
（平成25年中）

(単位：件）

補助参加件数埜
帽 果 係属生発

当期中

の終結

事件数

当期末

の係属

事件数

そ の他 当期中

の参加

事件数

判決当期中

の発生

事件数

前期末

の係属

事件数

審級別
l

l
l

事件数

(A)-(B)ｊ

ユ
可
Ｂく

当方

勝訴

当方

敗訴ｊ

計
Ａく

放棄 和解 その他認諾 取下

｜ －

151 121120－審 150 272 122 8122

45 202二審 50 65 37 615

行政訴訟事件

毒
29 18

177366

143389

19 10三審 1209

215 15123 114計 146 220
1

－－－ 一

1188 201 131 28 3－審 10210 179

2 82 38
Ｆ
・
■
Ⅱ
■二審 120 73 638 82

国家賠償事件
1 39 23三審 62 36 23923

’ 1262 130 3 5 309計 252 18 1271 300 571I

‐
１
１
１
Ｎ
叩

１

5 23 6－審 2 117 1512 29

二審 4 1 1民事事件 4 4 4

囮
函
画

8

35

362

三審 8 88

1 5 6 1 12計 41 272120(国賠事件を除く）
－－

▼
』
Ⅱ
日
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
日
旧
Ⅵ
▲
巳
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
日
ｌ
■

付
Ｈ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
肌
■
Ⅱ
日
Ⅲ
Ⅱ
Ｎ
Ｌ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■

’ 328 150 4 9 118 1－審 344 346 690 280

131 58 13 2 1二審 114 1253 189136

計
谷
口

１
１

66 33三審 240 59 99 62 2

丁計 55 11 559 419 1 11 4 2456 32541 978437

注1件数の計上は､訴状の数によることとし､一個の訴状で請求原因が数個ある場合は､行政訴訟､国家賠償､民事の順で優先させ､いずれかの1事件に分類している。
注2勝訴､敗訴の別は､警察側(当方)を主体にして分類している(ex.国家賠償事件で､訴えの却下や請求の棄却は勝訴､請求の全部又は一部認容は敗訴としている｡）。



様式2

国家賠償事件、民事事件の当事者調
（平成25年中）

(単位:件）

今
ロそ被告 単 独 犬 固

左欄｢合計」

件数に含ま

れる民事事

件の件数

都
道
府
県

都
道
府
県

国職 職
員

都
道
府
県

職
員

都
道
府
県

国国 職 部
外
者

国 部
外
者

都
道
府
県

部
外
者

都
道
府
県

国 部
外
者
職
員

都
道
府
県

国職
の

＝

貝
E。

自
一～

昌
一～

東告 他 計
ロ■■■■■■■■■■■■

1227 9 3 19 6 13 183 154
個 人

二 －

8 1 9 2団 体
（ 法 人 ）

1 2 1 4個人、団体(法人）
の 双 方

■■■■■■■■■■
－－

1317 9 3 21 7 13 5 196 17
〈
口 計

注1 当期中に発生(第一審に限る。）した事件について計上している。
注2警察側が原告である事件は、 （ ）内に内数で示している。



様式3

行政訴訟事件の法令別原因等調

（平成25年中）

(単位:件）

刑事組対 生活安全 交 その他通部門

法令

部門

法令 告
訴
不
受
理

銃
刀
法

暴
対
法

薑
備
業
法

免
許
取
消

免
許
停
止

免
許
更
新

免
許
失
効

免
許
交
付

基
礎
点
数
付
加

放
置
違
反
金
納
付

情
報
公
開
・
個
人
情
報

地
方
公
務
員
法

住
民
訴
訟

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

《
ロス

ト
ー
カ
ー
規
制
法

風営適正化法

営
業
許
可
取
消

営
業
停
止

営
業
廃
止

そ
の
他原処分

計区分

■■■■■■■■
－

122
前

係

期末現在の

属事件数
1 1 43 5 1 45 142 5 4 1 11 3 8 4 3 7

前
期
分

(2) (2)’ （1） (5)A

A欄中、当期末までに

判決等のあった事件数
3 1 1 4 1 40 11 4 1 103 3 2 8 4 1003 1

(2) (1) (3)目

当期中の発生事件数 1 4 1 2 1 1 18 2 47 15 9 5 3 23 11 19 1 5 150

(11）当
期
分

(1)' (1)' （1） (1)| (1)' （4） (2)C

c欄中、当期末までに

判決等のあった事件数
1 1 1 12 1 1 13 18 1 10 4 3 513

(1)’ (1)’ （1） (1)|' (1)’ （3） (1) (9)ロ
ニーー一一一一一一一

1 14 10 109 2 39 4 143 8 6 2 3 5 121当期末現在の係属事件数

(A-B)+(C-D)

(2)’ （1） (1) (4)

注1第一審事件について計上している。

注2処分の執行停止､仮の差止め､仮の義務付けの申立てがあった事件については、 （ ）にその内数を示している。



様式4

国家賠償事件、民事事件の主原因職務行為調
（平成25年中）

(単位:件）

通
塗

一

一

一 備総務
華
一
二 交部門部門

毒

一
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目 外
事
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三

一
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２

２

■

７

－
１
９
｜
｜
’
’
’
’
’
１
｜
｜
｜
Ⅷ

１
|留 置
|逮捕、 連行
|取 調 べ｜
|捜索 、 押収｜
|捜査 ’潔怠|｜
'告訴不受理等｜
職務質問｜
|武器等使用
|保 護I
|交通指導取締り｜
交通事故処理l
l交通事故|｜
行政処分等ll
l設置管理暇疵|｜
|そ の 他|
|当方原告で提訴｜

計

LH
1

1

'’
6

９

２

１

１

昭
一
２
一
慨
－
５
ｌ
２
ｌ
ｗ
－
７
ｌ
椛
口

1 1

1

2

1ド Ⅱ
Ⅲ I21 151 21 31 21

当期中に発生した事件(第一審に限る。）について､原因となった職務行為及び争訟に係る事案を主管する課別に計上している。

職務行為の回数ではなく､訴状の数により計上している。

原因別職務行為又は主管課が複数ある場合には､それぞれ主たる方で計上している。

１
２
３

主
主
主

も
や
〃
〃
、
令
夕
〃
、
、
ク
マ



様式5－1

告訴・告発事件等調

（平成25年中）

(単位:件）

結生 果発
係属

事件数前期末の

係属事件数

当期中の

発生事件数

請求

棄却

起訴

猶予

疑
し
嫌
な

嫌疑

不十分
計起訴 有罪 無罪 その他

塞
司 取下げ

、、告訴・告発事件 154 5245 109 18 10219 56 33 3

19 38 32 32 619

付審判請求事件

(62） (54） (8)(34） (28） (54）

璽閨'三審|一審'二審'三審－審'二審'三審'一審|二審'三審|－審'二審'三審

付審判決定事件 1
1 1 2 1 1 11 1 1 1

－－－

、口
14 22 158 15 7

検察審査

申立事

会
件

(23）(11） (12） (19） (19） (4)

菫匡匡匡巨F審匡巨匡
一審'二審'三審''一審'二審三審

起訴議決事件

注付審判請求事件及び検察審査会の審査に付された事件において被疑者とされた警察職員数については、 （ ）にその内数を示している。



様式5－2

告訴。告発事件等調
（平成25年中）

(単位:件、人）

刑
回
蕊
笥
長
三
工
一
工
Ｉ
Ｔ

Ｉ
｜
そ
の
他
一
一
一
１
｜
｜
｜
｜
｜

音
域
：

譽
部
補
一
ｈＩ

２

１

’

’

３

属
地
巡
査
部
長

一
一
５
１
’
５

所

巡

査

一

ｌ
Ｉ
２
ｌ
１
－
ｌ
２
－
４

恥
一
一
時

郷

長

一

ｍ

ｈ
ｌ

ｌ

ｌ
ｎ

ｌ
ｌ
－
｜
■

巡
査
－
１
’

１’

１’

１

発
１
１
１
１
‐
１
１
‐
１
１
‐
１
１
１
１
‐
‐
１
１
１
，

く
対
そ
の
他
一
ｕ
３
－
－
ｌ
ｕ
ｌ

組
譽
部
補
一
ｌ
－
４
ｌ
２
３
ｌ
３
ｌ
３
ｌ

訴
停
巡
査
部
長
一
一
一
－
’
３
’
２
２
１
｜
↑

告
升

巡
査
一
一
一
一
２
’
２
刊
川
■

繋
罵
袖
一
咽
一
勘
１
－
洲

｜
ｌ
Ｕ
忰

務
一
巡
査
部
長
一
↑
■
二
一
‐
｜
‐

総
一
巡
査
一
一
１

’
’
１
’

数
尾
ｌ
の
他
順
一
２
ｌ
９
８
２
ｌ
８
ｌ
－
ｌ
４

僻
名
誉
穀
損
い
‐
一
Ｌ

ｌＬｈ

鞠
驚

龍

一

一

圭

鶉

‐一，一
孔

暴
行
陵
虐

名
誉
穀
損

そ

譽
部
補

薑
部
補

譽
部
補

警
部
補

巡
査
部
長

巡
査
部
長

巡
査
部
長

巡
査
巡
査
部
長

巡
査
部
長

の

他

1135

1132

514279

1123238

1223

11312812

313

1115314２ 6

階
＝

貝級別人

書備

馴鬘圓烹

補部譽

査巡

巡査部

発
生
件
数

区分

氏
名
不
詳

通

薑
部
補

そ
の
他

長

計

相談、 苦情 1 138

置 7留 5

逮捕、 連行 1 2012

17取 調 べ 5

捜索、 押収 93

'61捜査 1慨
《
巨
管 1 26

告訴不受理等 64

職務質問 169

’

４

３

武器等使用

言荏
ロヱ保 ■

■１
2 1 6 291 」巳 3 3 2 38 5 6 2

交通指導取締り 4 1 4 51 11 5 6 2612

佼
一
佼
一
桁
一
嚴
一
ヒ
ー

交

交

行

設

通事故処理

ﾖ■■囮1 1

|||■'二'三
|ホ峠
'291331 7197

1

非
406 3

通事故 61

政処分等

|-|~~1-||-| |-l l ll -|-1-|
l l l 5｢11 21 2国■| 711 7 41 1■
131231 71 1 91 71■四|21 |閑胴四画

1

置管理暇疵

HﾘﾄH H片
’

:一判
55■画■唾I

､師囲

2 1
■■■■■■

10

35

220108

当期中に発生した告訴･告発事件(付審判請求等は含まない｡）について､原因となった職務行為､罪名、被告訴(発)人の所属部門｡階級別人員を計上している。

原因別職務行為が複数あるものについては､主たる行為に計上している。

罪種は､原則として告訴(発)状記載の罪名により分類しており､複数の罪名がある場合は､それぞれの該当欄に計上している。

被告訴(発)人の部門、階級別人員については､告訴(発)に係る事案の発生時を基準としている。

１
２
３
４

注
注
注
注



様式6

人権侵犯事件調
（平成25年中）

(単位:件）(6－1）

■係属事件数｜
M(A)-(B)

四’ ㈹’17

発 生 ’ 結 果 （ 内 訳 ）

弩門
前期末の

係属事件

11

前期末の

係属事件

当期中の

発生事件 計(A)

11 16 27 1
侵犯事実

不存在

侵犯事実

不明確告発 援助勧告 通告 説示 打切 計(B)中止 回付 不受 その他排除措置 処置猶予

17

注結果欄は、当期間中に結果が出た事件について件数を計上している。

(6－2）

|

４

計
一

結 果

|告発|勧告|通告’告発 勧告 通告
侵犯事実

不存在

侵犯事実

不明確援助説示 中止 打切 回付 その他不受理排除措置 処置猶予
原因別職務行為

逮捕 、 留置 7 7

捜索 、 押収

自 白 強要 1 1

暴 行

l
l

l

雲 職法執行 3 3

警備情報活動

事民 介 入

名誉、信用設損 1 1

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

職務
《
巨
必 慢

ﾄト■■
そ の 他 5 5

｜ ｜ ’ ■｜
I '71 ’ ’計

注本表は､様式6－1の結果欄に計上した事件を分類している。



様式7

行政不服申立事件調
（平成25年中）

(単位:件）

薑察本部長又は譽察署長が行う処分に関するもの

誓|巽;|職ゞげ際 冒
TI 1--|--TI F

31 31

審理当期中の

発生事件数

取下げ
容 認却下又は棄却

区分区分 公安委員会が行う処分に関するもの

明中の 裁決又」ま 決 定

取下げ却下又は棄却|容 認三事件数

51 51

’ ’ ！_－－－－－－－
41 41
121 21 12
1 1 1

91 10 1

309 4 255 6
2 2

171 13 2
3841 16 366 4
1861 8 152 2
531 4 46
21 21

取下げ
容 認却下又は棄却

中の

事件数

前期末現在

審理中の

事件数’
審理中の

事件数

前期末現在

審理中の

事件数

当期中の

発生事件数部門別｡法令別1 1 ．洪令日I

｜
’

' 1
1免許の停止’ 51
1免許の取消'’ 8， ｜
道|免許の拒否。保留|’ 1 1
路|免許の交付’ 51

－交|免許の更新’ 1241
父通|優良運転者該当’ 55
屋礎点数付加’ 11 1
法|違反者講習通知等i
通関移動措置等｜

｛系放置違反金納付命令’ ’54道路使用許可
｜そ の 他1 31
車 庫 法 関 係l l
lそ の 他ll

l誰一≦“・係｜ 」の 他|’ 」

奪瞬鷲愛護零｜ “’
霧|そ の 他’ 2
｢－ － 計一一下9別，

刑組生活安全

法通交路道係関

交

通

塗一二

備

総

１
’
’
１
－
３

1
=＝＝＝

90

1
■■■■■■

270

1

2

125，

1

7

1221

791
，41

27 260
＝＝＝＝＝＝＝＝

1

89

11

1676751 74 254

１

１

１

2

1

1

■
■
■
■

5 46

1
Ｉ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

1１
’

画
ｌ
ｄ
－
「
当
倒

７

’

１

１
｜
｜
帽

塑
，
｜
囿
圃

９
’
３

45
■
■
Ⅱ
■ 199130

四
国
囮

101

17831 1101 両:ト 鐡 1417

注1行政不服審査法に基づく不服申立事件について計上している。

注2事件数は、申立害の数で計上している。


